
（案） 

 
番   号  
年 月 日  

 
原子力規制委員会委員長 あて 

 
原子力委員会委員長       

 
 

国立大学法人京都大学原子炉実験所の原子炉設置変更[研究用原子 
炉の変更]について（答申） 

 
 平成２５年１０月８日付け原規研発第１３１００７２号をもって諮問のあっ

た標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下、「法」という。）第２６条第４項において準用する同法第２４条第１項第１

号に規定する承認の基準の適合については、別紙のとおり妥当と認める。 
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資料第 2 号 



（別紙） 

 
   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２４条 
   第１項第１号（平和利用）に規定する承認の基準への適合について 

 
本件申請に係る変更は、固形廃棄物倉庫の増設、冷中性子源設備の使用の取

りやめ等である。 

 
本件申請については、 

 
 ・原子炉の使用の目的を変更するものではないこと 
 ・使用済燃料処分の方法については、我が国が「原子力の平和的利用に関す

る協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」を締結し

ている米国のエネルギー省に引き渡すという方針を変更するものではない

こと 

 
 から、原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる

とする原子力規制委員会の判断は妥当である。 

 
 


